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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの上昇流チャンバ（３ａ）と少なくとも１つの下降流チャンバ（２ａ）
とを備え、前記上昇流チャンバ（３ａ）と前記下降流チャンバ（２ａ）とは上部部分で互
いに接続されており、少なくとも１つの入口開口部（１４）の上流に配置された入口領域
（１０）及び出口開口部（２０）とを具備し、前記入口領域と前記出口開口部とは、ろ過
カートリッジ（１）底部領域に配置されている、ろ過カートリッジ（１）において、
　前記上昇流チャンバ（３ａ）並びに／もしくは下降流チャンバ（２ａ）の下方部分に、
又はこの上昇流チャンバ（３ａ）並びに／もしくは下降流チャンバ（２ａ）の下方に配置
されているバイパスを介して、前記出口開口部（２０）は前記入口領域（１０）に接続さ
れることを特徴とするろ過カートリッジ（１）。
【請求項２】
　前記バイパスの断面積は、調節可能であることを特徴とする請求項１に係るろ過カート
リッジ（１）。
【請求項３】
　前記出口開口部（２０）には、出口スリーブ（２１）が設けられ、前記入口領域（１０
）は、円形にこの出口スリーブ（２１）を囲んでいることを特徴とする請求項１又は２に
係るろ過カートリッジ（１）。
【請求項４】
　前記出口スリーブ（２１）には、前記出口スリーブ（２１）の外壁に配置されている少
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なくとも１つの回転する調節リング（５０）が設けられていることを特徴とする請求項３
に係るろ過カートリッジ（１）。
【請求項５】
　前記出口スリーブ（２１）には、少なくとも１つの第１の開口部（２５）が設けられて
いることを特徴とする請求項４に係るろ過カートリッジ。
【請求項６】
　前記調節リング（５０）には、前記出口スリーブ（２１）と接触している円筒状部分（
５１）が設けられ、前記調節リング（５０）は、底部壁（２１ａ）に配置された複数のバ
イパス開口（２６）を閉鎖及び／または開放するために閉鎖部材（５４）を備えるか、ま
たは、前記調節リング（５０）は、前記円筒状部分(５１)に配置された少なくとも１つの
第２の開口部（５３）を備え、前記少なくとも１つの第２の開口部（５３）は、前記第１
の開口部（２５）に整列させることができることを特徴とする請求項４又は５に係るろ過
カートリッジ（１）。
【請求項７】
　前記調節リング（５０）に設けられた第２の開口部（５３）は、前記出口スリーブ（２
１）に設けられた第１の開口部以上の大きさであることを特徴とする請求項６に係るろ過
カートリッジ（１）。
【請求項８】
　前記調節リング（５０）は、封止するような態様で前記出口スリーブ（２１）に接触す
ることを特徴とする請求項４に係るろ過カートリッジ（１）。
【請求項９】
　少なくとも１つのバイパス開口部（２６）が、前記下降流チャンバ（２ａ）の底面壁（
７、２１ａ）に配置されていることを特徴とする請求項４乃至８のいずれか１に係るろ過
カートリッジ。
【請求項１０】
　起立部（２７）が、前記下降流チャンバ（２ａ）で、前記バイパス開口部（２６）を囲
んで配置されていることを特徴とする請求項９に係るろ過カートリッジ。
【請求項１１】
　前記調節リング（５０）には、前記底面壁（７、２１ａ）の底部に接触する閉鎖部材（
５４）が設けられていることを特徴とする請求項９に係るろ過カートリッジ。
【請求項１２】
　前記閉鎖部材（５４）は、円弧形状のカラーであることを特徴とする請求項１１に係る
ろ過カートリッジ。
【請求項１３】
　前記下降流チャンバ（２ａ）には、液体を通すことができる中間の床（７ａ）が設けら
れていることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１に係るろ過カートリッジ。
【請求項１４】
　前記出口開口部（２０）には、内側を向き、第１の下方のスナップ位置から第２の上方
のスナップ位置に転じることができ、その逆も可能である、周囲を囲むスナップ式のリム
（２２）が設けられていることを特徴とする請求項１に係るろ過カートリッジ（１）。
【請求項１５】
　前記スナップ式のリム（２２）は、前記出口スリーブ（２１）の底部端で接続されてい
ることを特徴とする請求項１４に係るろ過カートリッジ（１）。
【請求項１６】
　前記スナップ式のリム（２２）は、フィルムリンク（２３）を介して連結されているこ
とを特徴とする請求項１４又は１５に係るろ過カートリッジ（１）。
【請求項１７】
　前記スナップ式のリム（２２）は、径方向内側に延びている平坦な端部ストリップであ
ることを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれか１に係るろ過カートリッジ（１）。
【請求項１８】
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　前記調節リング（５０）には、前記出口開口部（２０）に突出している傾斜したカラー
（５２）が設けられ、請求項１４に記載のスナップ式のリム（２２）は、その第１の下方
のスナップ位置でこのカラーに接触することを特徴とする請求項４乃至１７のいずれか１
に係るろ過カートリッジ（１）。
【請求項１９】
　前記調節リング（５０）は、封止するような態様で請求項３に記載の前記出口スリーブ
（２１）に接触していることを特徴とする請求項４に係るろ過カートリッジ（１）。
【請求項２０】
　前記上昇流チャンバ（３ａ）と下降流チャンバ（２ａ）との両方には、少なくとも１つ
のろ過手段が設けられていることを特徴とする請求項１乃至１９のいずれか１に係るろ過
カートリッジ（１）。
【請求項２１】
　前記上昇流チャンバ（３ａ）には、流動層（４）が設けられ、前記下降流チャンバ（２
ａ）には、充填層（５）が設けられていることを特徴とする請求項２０に係るろ過カート
リッジ（１）。
【請求項２２】
　ろ材が、請求項９に記載の底面壁（７、２１ａ）と前記中間の床（７ａ）との間に形成
されたチャンバ（６０）内に配置されていることを特徴とする請求項１３に係るろ過カー
トリッジ。
【請求項２３】
　前記チャンバ（６０）内のろ材は、活性炭フリースであることを特徴とする請求項２２
に係るろ過カートリッジ。
【請求項２４】
　請求項３に記載の出口スリーブ（２１）並びに／もしくは請求項４に記載の調節リング
（５０）には、その周囲に延びている少なくとも１つの封止用隆起（２４）が設けられて
いることを特徴とする請求項２２に係るろ過カートリッジ。
【請求項２５】
　前記ろ過カートリッジ（１）は、吸込みろ過フィルタカートリッジであることを特徴と
する請求項１に記載のろ過カートリッジ（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ろ過カートリッジ、特に請求項１の前提部による吸込みろ過カートリッジに
関する。ろ過カートリッジの入口領域と出口開口部とが、このろ過カートリッジの底部領
域に配置され、ろ過カートリッジ(was)は、また、この底部に隣接している下降流チャン
バと上昇流チャンバとの下部部分に側面の入口又は出口を有している。
【背景技術】
【０００２】
　吸込みろ過カートリッジは、飲料、例えばホットドリンクの、例えばコーヒーメーカな
どのような吸込みポンプが設けられている自動販売機の水容器内で用いられる。この吸込
みろ過カートリッジの入口及び出口開口部は、これらがなければ完全に閉じられているカ
ートリッジのハウジングの底部領域に位置している。座部部材は、出口開口部に調節され
て、装置の水容器内に配置される。出口開口部は、別の構成要素でもよく、水容器に形成
されてもよい。この座部部材は、ろ過された水が水容器から出てくることができる出口開
口部も有している。この座部部材は、この座部部材内に挿入される吸込みろ過カートリッ
ジを受容する役割を果たす。
【０００３】
　水容器の出口開口部が装置の吸込みポンプに接続されるという事実のために、ろ過され
る水は、この水容器から吸込まれ、カートリッジ内の複数又は単一のろ材を通過し、ろ過
された状態で出口開口部に達する。
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【０００４】
　ＷＯ　９９／０１２２０から、水入口開口部が底部に配置され、ろ材を通る水のための
路が上昇流に設けられている、吸込みろ過カートリッジが既知である。さらに、底部に位
置している水容器の抽出コネクタへ水を下方に案内するために下降流路が設けられている
。この場合、活性炭とイオン交換体とを有するろ過手段の混合物は、動作中、ろ水タンク
のいかなる圧縮にも対抗して、浮上している。
【０００５】
　下降流路は、吸込みろ過カートリッジの内部の中央に配置され、この結果、吸込みろ過
カートリッジの底部コネクタも中央にあることができる。この場合、入口開口部は、吸込
みろ過カートリッジに円形に配置されている。
【０００６】
　飲料の自動販売機の位置で見出される水質と、選ばれたコーヒーブランドとによっては
、特定の状況では、完全に脱炭素処理された(entkarbonisiertes)水は、香りの発生のた
めに最適ではないかもしれず、機械部品が損傷受けることさえあるかもしれない。脱炭素
処理が調整されていない場合、最悪の場合には、金属の構成部品の腐食が生じうる。この
場合、結果は、高いメインテナンスと修理とのコストである。
【０００７】
　ＤＥ　４４　２２　７０９　Ａ１から、通常の未処理の水を通流させて作動させること
もできる、水のろ過並びに／もしくは水の脱石灰を含む、ろ過装置、特にろ過カートリッ
ジが既知である。この装置には、中空のボディの長手方向の軸の方向に延びる壁により互
いに分離されている少なくとも２つのチャンバが設けられている。これらチャンバの一方
は、１つのろ過手段で充填されているが、他のチャンバは、他のろ過手段を受容し、又は
空でもよい。上方の入口領域には、処理される水がそれぞれのチャンバに流入することを
可能とするために、これらチャンバの開口部に整列させることができる開口部を備えた調
整リングが設けられている。代わりに、複数の出口開口部を調節装置を備えた装置の下方
領域に配置することもできる。
【０００８】
　処理される水の流れを、栓から重力又は圧力により発生させることができる。このよう
に、吸込みろ過カートリッジの問題ではない。したがって、この場合、どんな場合にも、
入口及び出口開口部は、バイパスの場合に空のチャンバが設けられなければいけないよう
に、ろ過装置の対向する側に配置されている。
【０００９】
　制限された水容器内で用いられなければならず、この結果、それぞれがコンパクトにデ
ザインされる吸込みろ過カートリッジにとって、このようなバイパス装置は、適切ではな
い。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、所望の炭素処理レベル(Karbonisierungsgrad)をそれぞれの生水の質
に調節することができるろ過カートリッジ、特に吸込みろ過カートリッジを提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的は、出口開口部が、上昇流チャンバ並びに／もしくは下降流チャンバの下部部
分に、又はこの上昇流チャンバ並びに／もしくは下降流チャンバの下方に配置されている
バイパスを介して入口領域に接続されているろ過カートリッジ、特に吸込みろ過カートリ
ッジで達成される。
【００１２】
　前記バイパスの断面積は、調節可能に実現されていることが好ましい。
【００１３】
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　この調節可能なバイパスは、生水の全体が前記入口開口部から前記出口開口部に直接流
入するようにサイズが取られていることが好ましい。このバイパスは、生水のわずか５０
％が前記出口開口部にそらされることができるようにデザインされていることが好ましい
。
【００１４】
　このバイパスを用いて、前記カートリッジの性能を調節することができ、この結果、香
りと飲料機械とのために最適の水を取ることができる。
【００１５】
　加えて、前記バイパスを前記下降流チャンバの下部部分又はこの下降流チャンバの下方
に配置すると、追加的なスペースが必要なく、この結果、既知のろ過カートリッジ、特に
吸込みろ過カートリッジの水平方向の寸法を維持することができるという好都合な点を有
する。
【００１６】
　前記出口開口部には、出口スリーブが設けられ、前記入口領域が円形にこの出口スリー
ブを囲んでいることが好ましい。
【００１７】
　好ましい実施形態では、前記出口スリーブには、少なくとも１つの回転する調節リング
が設けられている。
【００１８】
　第１の変形例によると、前記出口スリーブには、少なくとも１つの第１の開口部が設け
られている。前記調節リングには、前記出口スリーブと接触している円筒状部分が設けら
れており、この部分に閉鎖部材が設けられ、又はこの部分に前記第１の開口部に整列させ
ることができる少なくとも１つの第２の開口部が設けられていることが好ましい。この場
合、組合された前記第１及び第２の開口部は、バイパス開口部を形成する。このバイパス
を実現するために、追加的な複数のパイプ、ホース又はチャンバは、必要ない。
【００１９】
　前記調節リングを回転させることにより、前記出口スリーブの第１の開口部の断面積を
、追加された量の未処理の生水を、制御された方法で調節して、前記ろ過カートリッジ内
のろ過手段により処理された水に加えることができるように、調整することができる。こ
のようなバイパスを用いて、前記ろ過カートリッジの性能を、香りのために最良で、飲料
の自動販売機のために最良の水を提供できるような水質に調節することができる。
【００２０】
　加えて、一体化されたバイパスにより、前記ろ過カートリッジの容量が増加する。水質
に基づいて比較的低い性能が必要である場合、それは調整可能であり、前記ろ過カートリ
ッジは、比較的長い期間にわたって同じレベルにソフト化する(enthaertet)。
【００２１】
　加えて、前記調節リングの第２の開口部は、前記出口スリーブの第１の開口部以上であ
ることが好都合である。
【００２２】
　前記調節リングの円筒部分は、前記出口スリーブの外部に封止するように接触している
ことが好ましい。このように、前記第１の開口部が閉じられている場合、生水が意図せず
、特に前記調節リングと出口スリーブとの間の前記調節リングの第２の開口部を介して、
前記出口開口部に到達しうることが防止される。
【００２３】
　第２の変形例は、前記下降流チャンバの底面壁の少なくとも１つのバイパス開口部を提
供する。このバイパス開口部が、前記調節リングに配置されている閉鎖部材により閉じら
れ、このバイパス開口部を通って流れる生水の量を、この調節リングを回転させることに
より調節することができることは好ましい。
【００２４】
　前記閉鎖部材は、調節リングに配置されている円弧形状のカラーであってもよく、前記
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下降流チャンバの底面壁の下側に封止するように接触していることは好ましい。
【００２５】
　閉鎖部材の代わりに、上記第１の変形例に類似して、前記カラーには、前記下降流チャ
ンバの底面壁の開口部に整列させることができる１つ以上の第２の開口部が設けられてい
てもよい。
【００２６】
　上記第１の変形例と違って、生水は、前記出口スリーブに直接到達せず、むしろ前記下
降流チャンバの内部に案内され、この結果、この生水もろ過されることができる。
【００２７】
　どれだけの生水が前記下降流チャンバの内部空間(Innenraum)内に案内されるのかを、
バイパス開口部を囲んでいる起立部の長さにより規定することができる。したがって、前
記下降流チャンバの下部部分は、既にろ過された水と前記バイパス開口部を介して導入さ
れた生水とにより一緒に(gemeinsam)用いられる。
【００２８】
　この一緒に用いられる領域には、バイパス水(Bypasswasser)を脱塩素化するための活性
炭の層(Schuettung)が設けられてもよい。層の素材のタイプと形式とによって、例えばフ
リースを有する分離層が前記層に設けられてもよい。場合によっては、この分離層上に(d
arueber)配置され、例えばイオン交換体から形成されているろ過手段とのいかなる混合も
防止するためである。
【００２９】
　前記下降流チャンバの内部のこの一緒に用いられる領域は、また、液体を通過させるこ
とができない中間の床により分離されていてもよい。底部とこの中間の床との間に形成さ
れているチャンバ内には、ろ材、特に活性炭フリースが配置されてもよい。
【００３０】
　本発明の他の実施形態では、内向きで、第１の下方のスナップ位置から第２の上方のス
ナップ位置へ転じられることができ、この逆も可能である、周囲を囲むスナップ式のリム
が前記出口開口部に設けられている場合に、前記ろ過カートリッジを固定するために、前
記出口スリーブを、前記調節リングで好都合に用いることもできる。
【００３１】
　それぞれの座部部材は、前記ろ過カートリッジの出口開口部に係合し、前記ろ過カート
リッジが下に位置した場合、前記スナップ式のリムを前記第１の下方のスナップ位置から
前記第２の上方のスナップ位置に動かし、前記スナップ式のリムが封止しクランプするよ
うに接触する少なくとも１つのアクチュエータを有する接続スリーブにより特徴付けられ
る。
【００３２】
　前記アクチュエータは、前記接続スリーブに配置されている円形の肩部であることが好
ましい。
【００３３】
　前記下方のスナップ位置にある前記スナップ式のリムを備えた吸込みろ過カートリッジ
は、前記座部部材に上から置かれ、このスナップ式のリムが上向きに転じ、この結果、こ
の座部部材の接続スリーブに係合するまで下に押される。この座部部材は、このスナップ
式のリムが転じた場合に、前記接続スリーブの端部で封止するように前記吸込みろ過カー
トリッジに接触し固定するように、このスナップ式のリムに調整されている。この転じる
ことは、前記ろ過カートリッジが所定の封止位置に達してことを操作者に知らせる。この
ように、操作者による誤った位置付けは防止される。
【００３４】
　前記ろ過カートリッジを取外すためには、このろ過カートリッジは、上方に引き出され
る。これにより、前記スナップ式のリムはその下方のスナップ位置に転じる。
【００３５】
　前記スナップ式のリムの反転の過程により、径方向の力が前記出口スリーブに作用し、
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前記第２の上方のスナップ位置での広がりと、場合によっては、クランプ力の減少とがも
たらされる。この場合、調節リングは、また、前記出口スリーブにとって安定化機能で作
用する。
【００３６】
　前記スナップ式のリムは、前記出口スリーブの底部端に接続されていることが好ましい
。　
　前記スナップ式のリムは、フィルムリンクを介して接続されていてもよい。　
　前記スナップ式のリムは、径方向内向きに延びている平坦な端部ストリップであること
が好ましい。　
　前記端部ストリップは、リングとして実現されていることが好ましい。
【００３７】
　前記スナップ式のリムは、２つの安定位置、すなわち、下方の位置と上方の位置とで安
定する。このスナップ式のリムの中間の位置は、不安定な位置であり、この位置からその
張力に基づいてこのスナップ式のリムは、いずれかの位置に転じる。このスナップ式のリ
ムが弾性プラスチックからなることは、好都合である。
【００３８】
　前記調節リングには、前記出口開口部内に突出し、前記スナップ式のリムが前記第１の
下方のスナップ位置で接触する、角度が付けられたカラーが設けられていることが好都合
である。このことにより、前記スナップ式のリムのとっての規定された初期位置が保障さ
れる。
【００３９】
　前記調節リングは、前記出口スリーブに封止するように配置されていることが好ましい
。これにより、特に第１の開口部が閉じられている場合、生水が意図せず前記調節リング
と出口スリーブとの間の第２の開口部を介して出口開口部に入りうることが防止される。
【００４０】
　前記上昇流チャンバと下降流チャンバとの両方には、少なくとも１つのろ過手段が設け
られていてもよい。前記上昇流チャンバに流動層が設けられ、前記下降流チャンバに充填
層が設けられていることが好都合であることが示された。
【００４１】
　両方のろ過チャンバにろ過手段が備えられていることの有利な点は、前記吸込みろ過カ
ートリッジの高さ全体にわたって延びる従来技術の複数の下降並びに／もしくは上昇パイ
プ(Fall- bzw. Steigrohre)を省くことができるという事実にある。前記上昇流チャンバ
内の流動層は、わずかな圧力損失しか引き起こさない。
【００４２】
　前記出口スリーブ並びに／もしくは調節リングが、好ましくは、前記第１の開口部の下
方に設けられ、少なくとも１つの封止用隆起がどんな意図しないバイパスも防止されるよ
うに周囲に延びていることは好ましい。
【００４３】
　以下では、本発明の例示的な実施形態が図面を用いてより詳細に説明される。吸込みろ
過カートリッジは、本発明によるろ過カートリッジにとっての例として説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　図１には、吸込みろ過カートリッジが側面図で示されている。この吸込みろ過カートリ
ッジ１は、下降流(Abstroem)チャンバ２ａを備えた中央のハウジング部分２と、このハウ
ジング部分２に横から取り付けられているハウジング部分３とを有している。これらハウ
ジング部分２、３のずらされた配置は、水容器の狭い幅で、上昇流及び下降流チャンバを
大きな容積で実現できるという目的を果たす。
【００４５】
　吸込みろ過カートリッジ１は、前記水容器（図示されていない）の出口開口部で又はこ
の出口開口部内に位置している座部部材３０に支持されている。吸込みポンプ（これも図
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示されていない）は、前記出口開口部に接続される。動作中、水は、前記水容器から吸込
みろ過カートリッジ１に吸込まれ、この出口開口部を介して取り除かれる。座部部材３０
は、前記水容器の一体的な構成要素であってもよい。この座部部材３０は、位置付け部材
３２が環状に配置され以下で詳細に説明されるベースプレート３１を有している。
【００４６】
　図２ａ、図２ｂは、座部部材３０が取り付けられた吸込みろ過カートリッジ１に沿った
垂直な断面を示している。中央のハウジング部分２の中には、ろ材から形成された充填層
で満たすことができる下降流チャンバ２ａがある。上昇流(aufstroem)チャンバ３ａは、
ろ材から形成された流動層(Wirbelbett)を有することができる底面壁３ｂを備えた、取り
付けられているハウジング部分３内に位置している。この上昇流チャンバ３ａは、下降流
チャンバ２ａから垂直に配置された分離壁６により分離されている。ここで図示されてい
る実施形態では、分離壁６は、下降流挿入体９の周囲の壁の構成要素である。この下降流
挿入体９には、追加して中心に配置された床グリッド８を備えた底面壁７が設けられてい
る。両方のチャンバ２ａ、３ａは、吸込みろ過カートリッジ１の上方領域に配置されてい
る接続チャンバ４を介して接続開口部５に接続されている。
【００４７】
　入口領域１０が、円形の通路１２として形成されている、吸込みろ過カートリッジ１の
下部部分に配置されている。この円形の通路１２は、中央の、及び取り付けられたハウジ
ング２、３から下向きに突出している円形の壁１１と、下降流チャンバ２ａの出口開口部
２０を囲んでいる出口スリーブとにより形成されている。この円形の通路１２は、底面壁
３ｂのグリッド１３を介して上昇流チャンバ３ａ内に流入している(muendet)。このグリ
ッド１３には、入口開口部１４が設けられている。
【００４８】
　出口スリーブ２１には、入口領域１０並びに／もしくは円形の通路１２を出口開口部２
０と接続する第１の開口部２５が設けられている。これは、出口スリーブ２１の周囲部分
に渡って分布して配置されているスロット形状の複数の開口部２５を呈する。出口スリー
ブ２１の下方端には、閉じた円形のスナップ方式のリム２２が、出口開口部２０の中へと
径方向内向きに突出しているフィルムリンク２３を介して接合されている。出口スリーブ
２１の外部壁には、円筒状部分５１と、内側に向かった角度で傾斜しているカラー５２と
を有している調節リング５０が配置されている。円筒状部分５１には、複数の第２の開口
部５３が配置されている（図４も見よ）。これら第２の開口部５３を、調節リング５０を
第１の開口部２５に対して回転させることにより整列させることができる。第１及び第２
の開口部２５、５３は、共に、バイパス開口部を形成している。
【００４９】
　座部部材３０には、その出口開口部３７を囲んでいる接続スリーブ３３が設けられ、こ
の接続スリーブ３３は、下部部分３３ａと直径が小さい部分３３ｂとを有している。傾斜
して上方を向いている円形の肩部３５が、これら２つの部分３３ａ、３３ｂの間に配置さ
れ、スナップ式のリム２２のためのアクチュエータを形成している。複数のバー３４が、
上方の部分３３ｂで出口開口部３７を横断している。
【００５０】
　吸込みろ過カートリッジ１を座部部材３０に位置させる場合、スナップ式のリム２２が
、円形の肩部３５により把持され、第２のスナップ位置へと上方に転じる。この第２のス
ナップ位置では、このスナップ式のリム２２は、接続スリーブ３３の部分３３ｂに封止し
クランプするように接触し、この結果、吸込みろ過カートリッジ１を固定する。所望のク
ランプ力が生じるために、部分３３ｂの外径は、第２のスナップ位置では、スナップ式の
リム２２の内径よりもわずかに大きい。追加的な閉鎖部材は、必要ない。
【００５１】
　前記水容器が満たされ、並びに／もしくは吸込みポンプのスイッチが切られている場合
、吸込みろ過カートリッジは、浮上できない(aufschwimmen)。したがって、吸込みろ過カ
ートリッジ１のための追加的な固定又は留め手段は、必要ない。
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【００５２】
　座部部材３０には、複数の位置付け部材３２が設けられ、これら位置付け部材は、高く
延びているセンタリング部材３２ａとスペーサ３２ｂとを有している。吸込みろ過カート
リッジ１の円形の壁１１は、ベースプレート３１と円形の壁１１との間の中間のスペース
を介して、生水が吸込みろ過カートリッジ内に流れ込むことができるように、前記複数の
スペーサで支持されている。この結果、複数の入口通路３６が、位置付け部材３２の間に
形成されている（図２ｂを見よ）。
【００５３】
　図３では、吸込みろ過カートリッジ１は、スナップ式のリム２２が調節リング５０のカ
ラー５２に支持されるその下方のスナップ位置を取って示されている。調節リング５０と
出口スリーブ２１との間の隙間を封止するために、この調節リング５０には、円筒状部分
５１に取り囲む封止用隆起２４が設けられている。
【００５４】
　図４には、吸込みろ過カートリッジ１の下部部分が、拡大されて斜視図で示されている
。回転する調節リング５０には、複数の第１の開口部２５に対向して位置する複数の第２
の開口部５３が設けられている。この調節リング５０を回転させることにより、これら第
２の開口部５３を第１の開口部２５と整列させることができる。これら開口部２５、５３
の重なりのレベルに応じて、より多くの又はより少ない生水を入口領域１０から出口開口
部２０に直接案内することができる。
【００５５】
　座部部材３０が図５では斜視図で示されている。接続スリーブ３３が複数の位置付け部
材３２の環により囲まれていることが認められる。
【００５６】
　図６は、前記バイパス開口部に関する他の例示的な実施形態による吸込みろ過カートリ
ッジ１の下部部分を示している。上述の実施形態と違い、この場合は、好ましくは底面壁
２１ａの複数の穴として実現される、少なくとも１つのバイパス開口部２６が、出口スリ
ーブ２１を円形の壁１１と接続している。この底面壁２１ａは、図２ａ、図２ｂ、図３及
び図４にも、下降流挿入物９の底面壁７がこの底面壁２１ａに載せられて示されている。
図６に示されている実施形態では、底面壁７は、底面壁２１ａが底部で下降流チャンバ２
ａを閉鎖するように省かれている。複数のバイパス開口部２６（図６では１つだけのバイ
パス開口部２６が示されている）を介して円形の通路１２内に流入する生水は、出口開口
部３７内に直接案内されず、液体が浸透できる中間の床７ａが底面壁２１ａから離間して
設けられている下降流チャンバ２ａの内部に案内される。中間の床７ａの浸透性は、中心
領域７’に限定されている。この中間の床７ａにより、他のチャンバ６０が、下降流チャ
ンバ２ａの下部部分に分離されている。このチャンバ６０の内部では、複数の起立部２７
がバイパス開口部２６を迂回して配置されている。生水は、これら起立部２７を介して上
向きにガイドされ、中間の床７ａの浸透させることができない円形の領域７’’により偏
向される。チャンバ６０内には、複数の針１５により保持されるろ材、例えばフリースが
、配置されてもよい。
【００５７】
　バイパス開口部２６を閉鎖し並びに／もしくは開放するために、円形のスタビライザ５
０には、上端にこの円形のスタビライザ５０に形成されている閉鎖部材５４が設けられて
いる。意図しないバイパスを防止するために、この閉鎖部材５４は、前記底面壁２１ａの
下側に封止するように接触している。この閉鎖部材５４は、図７に認められるように円弧
形状のカラーを有している。円形のスタビライザ５０を回転させることにより、バイパス
開口部２６を開放し、又は閉鎖することができる。
【００５８】
　図７には、吸込みろ過カートリッジ１の出口開口部２０の底面斜視図が示されている。
カラー５２には、操作者に調節リング５０の現在位置を示す複数のマーキング５５が設け
られている。操作者は、この調節リング５０をひだ（コルゲーション）を介して回転させ
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を調整することができる。加えて、閉鎖部材５４が、調節リング５０の円弧形状のカラー
として示されている。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】取付けられた座部部材を有している吸込みろ過カートリッジの斜視図である。
【図２ａ】取付けられた座部部材を備えたろ過カートリッジを示す、図１に沿った垂直断
面図である。
【図２ｂ】図２ａに示されている吸込みろ過カートリッジの出口領域の拡大図である。
【図３】座部部材を備えていない、図１、図２ａ及び図２ｂに示されている吸込みろ過カ
ートリッジに沿った垂直断面図である。
【図４】図１乃至３に示されている吸込みろ過カートリッジの下部部分の部分的に断面の
拡大斜視図である。
【図５】図１、図２ａ及び図２ｂに示されている座部部材の平面斜視図である。
【図６】他の実施形態による吸込みろ過カートリッジの下部領域の拡大断面図である。
【図７】吸込みろ過カートリッジの出口開口部の底面斜視図である。
【符号の説明】
【００６０】
　　１…吸込みろ過カートリッジ、　２…中央のハウジング部分、　２ａ…下降流チャン
バ、　３…取付けられたハウジング部分、　３ａ…上昇流チャンバ、　３ｂ…底面壁、　
４…接続チャンバ、　５…接続開口部、　６…分離壁、　７…底面壁、　７’…浸透でき
る領域、　７’’…浸透できない領域、　７ａ…中間の床、　８…底部グリッド、　９…
下降流挿入体、　１０…入口領域、　１１…円形の壁、　１２…出口スリーブ、　１３…
グリッド、　１４…入口開口部、　１５…針、　２０…出口開口部、　２１ａ…底面壁、
　２１…出口スリーブ、　２２…スナップ式のリム、　２３…フィルムリンク、　２４…
封止用隆起、　２５…第１の開口部、　２６…バイパス開口部、　２７…起立部、　３０
…座部部材、　３１…ベースプレート、　３２…位置付け部材、　３２ａ…センタリング
部材、　３２ｂ…スペーサ、　３３…接続スリーブ、　３３ａ…下部部分、　３３ｂ…上
部部分、　３４…バー、　３５…円形の肩部、　３６…入口通路、　３７…出口開口部、
　５０…調節リング、　５１…円筒状部分、　５２…カラー、　５３…第２の開口部、　
５４…閉鎖部材、　５５…マーキング、　６０…チャンバ。
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              実開平０９－０００３６９（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０１Ｄ　　２４／００，　２４／３６　　　　
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